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Graffer(グラファー)アカウント登録、便利機能について 

アカウント登録を行う場合は、『ログインして申請に

進む』をクリックし、お進みください 

Grafferにアカウントを登録すると一度申請した報告書情報がコピーでき、同

じ内容（申請者情報等）の入力が省けるため、アカウント登録をお勧めします。 

１．Grafferアカウント登録方法 
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Grafferに登録しているアカウントの他にGoogleアカ

ウントまたはLINEアカウントでもログインできます。 

 

Graffer専用のアカウントを作成する場合は、『新規ア

カウント作成』をクリックし、次へお進みください。 
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『姓』『名』『登録用メールアドレス』『パスワード』を入力し、同意事

項の内容を確認後、『Grafferアカウントを登録する』をクリック下さい。 

その後、Graffer社より確認メールが届き、添付されているURLクリック

（インターネットに接続）するとアカウント登録完了です。 

なお、メールが届かない場合は次の原因が考えられます。（Graffer社の

よくあるご質問を抜粋） 

調 査 太 郎 

 tyousakutarou@city.lg.jp 
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右上にある『アカウント名』にカーソルを合わせ、

『申請一覧』をクリックします。 

 

 

『この申請を元に新規申請』をクリック

すると、その申請情報の内容をコピーした

状態で新規申請出来ます。 

申請一覧の中の『詳細を確認する』

をクリックします。 

２．一度申請した報告書情報のコピー方法 
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内容を確認いただき、修正が無ければ『一時保存し

て、次へ進む』をクリック下さい。 
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以前申請した情報となっていますので、それぞれの内容

を更新ください。 
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ファイルは添付されていない為、申請

する報告書ZIPファイルを添付下さい。 

 

 

その他の連絡者に変更がないかの確認

をして下さい。 
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【重要】 

以前申請した情報となっていますので、必

ず受信者（管理者等）の確認を行って下さい。 

誤って申請した場合、定期報告書副本及び

結果通知書は別の管理者等へ送信されます。 
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申請情報に誤りがないかを確認し、申請してく

ださい。 

 

R05 


